
様式第２号（第３条関係）

委託業務番号 委託業務場所 委託業務概要

契約年月日 契約金額 契約相手方 選定理由 根拠規定

令和８年度

長森田第８号
長浜市内

本市の森林を取り巻く課題として、林業従事者の減

少が挙げられる。人口減少と高齢化が進む中で、林

業従事者は減少傾向にあり、これに伴い深刻な労働

力不足が生じている。こうした背景を踏まえ、これ

まで以上に森林への関心を高める取り組みを推進す

るとともに、林業従事者の確保・育成に向けた具体

的な施策を充実させ、農山村地域の活性化を目指

す。

令和8年4月1日 から 長浜市木之本町木之本1757番地2

令和9年3月31日 まで 森林マッチングセンター運営協議会

令和８年度

長森田第9号
長浜市内

海津大崎から奥琵琶湖パークウェイに連なる湖岸の

桜並木は、全国的に知られた桜の名所となってい

る。この桜を枯らす「テングス病」から西浅井地域

の3,260本の桜並木を守り、地域のブランド化を図

るとともに、豊かな自然環境を守り育てることを目

的として本事業を実施する。

令和8年4月1日 から 長浜市木之本町木之本1757番地2

令和9年3月31日 まで 森林マッチングセンター運営協議会

森林田園整備課

契約期間

担当課等

2

森林田園整備課 奥びわ湖桜並木保全業務委託

令和8年4月1日 1,000,000円

委託業務に係る随意契約締結結果の内容及び理由書

連番

長浜の森と未来をつなぐ担い手育成事業業務委託

委託業務名称

1

7,950,000円令和8年4月1日 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号

本業務には、森林・林業の専門知見と地域実情への

深い理解が不可欠である。「森林マッチングセン

ター運営協議会」は、官民一体で地域の課題解決を

担う団体であり、発足以来、専門スタッフが地域や

森林所有者と連携し、資源利活用に実績がある。本

市の事情に精通し、既に活動の認知と知見の集積が

なされていることから、本業務を遂行できる代替性

のない組織として、同協議会を選定する。

本業務には、森林・林業の専門知見と地域実情への

深い理解が不可欠である。「森林マッチングセン

ター運営協議会」は、官民一体で地域の課題解決を

担う団体であり、発足以来、専門スタッフが地域や

森林所有者と連携し、資源利活用に実績がある。本

市の事情に精通し、既に活動の認知と知見の集積が

なされていることから、本業務を遂行できる代替性

のない組織として、同協議会を選定する。

地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号



様式第２号（第３条関係）

委託業務番号 委託業務場所 委託業務概要
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連番
委託業務名称

令和８年度

長森田第７５号
長浜市高山町2324番地外　高山キャンプ場

　森林をはじめとする環境に理解を深めるととも

に、人と豊かに関わる力をはぐくむため、学校教育

の一環として、市町内および周辺市町小学４年生を

対象に、森林体験交流施設やその周辺の森林を使っ

た体験型の学習を展開する。

　また、小学４年生以外の様々な世代を対象にした

森林環境学習を実施し、森林づくりの重要性の理解

を深めるとともに、森林づくりを支える人づくりを

推進する。

令和8年4月1日 から 長浜市余呉町中之郷250番地

令和9年3月31日 まで 株式会社ロハス長浜

令和８年度

長森田第１号
長浜市小谷上山田町他 廃池測量設計業務　1式（4池）

令和8年5月21日 から 東近江市林町601番地

令和9年1月29日 まで 滋賀県土地改良事業団体連合会

3

森林田園整備課 森林環境学習「やまのこ」業務委託

令和8年4月1日 10,502,600円

　森林環境学習「やまのこ」事業は、琵琶湖森林づ

くり県民税で実施される事業のひとつとして、平成

19年度から県内７か所の受入施設で実施されてお

り、高山キャンプ場は、その受入施設のひとつとし

て指定されている。

　高山キャンプ場（株式会社ロハス長浜）は、指定

管理者制度を導入している施設であり、指定管理者

募集の際に提示した仕様書において、当該事業を指

定管理者が実施する旨記載していることから、本業

務を遂行できる代替性のない組織として株式会社ロ

ハス長浜を選定する。

地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号

地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号

4

森林田園整備課 ため池廃止測量設計委託業務　その3

令和8年5月20日 29,040,000円

　防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に

関する特別措置法で、都道府県は防災工事等の実施

者に対し、技術的な指導、助言等の援助に努めるこ

ととされ、土地改良事業団体に必要な協力を求める

ことができるとされた。

　 土地改良事業団体連合会は、土地改良事業を行

う者同士の共同利益を目的とし、組合員（公共団体

等）が行う土地改良事業の技術指導、援助を行う団

体であることから、当該団体を選定する。


